
令和８年度鴨川市物価高騰対応ギフトカード受領に係る送付先変更申出書

鴨川市長　様

[bookmark: _GoBack]鴨川市物価高騰対応ギフトカードを住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主に対し送付しないことを申し出ます。
　　　令和８年　　　月　　　日　

	(フリガナ)
	生年月日
	申出者及び同伴者が
現在居住している住所（未届）
※ギフトカードを配達する住所

	氏　　名
	
	

	申出者
	　
	大　昭　平　令

年　　月　　日
	

	
	　
	
	

	同伴者
	　
	大　昭　平　令

年　　月　　日
	

	
	　
	
	電話　　　　（　　　　）

	同伴者
	　
	大　昭　平　令

年　　月　　日
	令和８年３月31日に申出者及び
同伴者の住民票に記載されている住所

	
	　
	
	

	同伴者
	　
	大　昭　平　令

年　　月　　日
	鴨川市

	
	　
	
	

	配偶者からの暴力を理由に
避難していることに関連して
受けている措置等の種類
	１．裁判所の保護命令　　　　
２．婦人相談所等による証明書発行　　　　
３．住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置


●申出は、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、下記の方が行うことができます。
①　基準日（令和８年３月31日）以前に発生した配偶者からの暴力を理由とした避難事例で、配偶者からの暴力を理由に避難している者が諸事情により基準日までに住民票を移すことができないもの
②　基準日（令和８年３月31日）の翌日以降に発生した配偶者からの暴力を理由とした避難事例
●公的身分証明書の写しを添付してください。
●年月日の欄には、申出書を提出する年月日を記入してください。
●同伴者の欄には、基準日時点で住民票に記載されている住所が申出者と同一で、現に申出者と生計を一にしている者について記入してください。
●「配偶者からの暴力を理由に避難していることに関連して受けている措置等の種類」欄は、該当する番号に〇をつけてください。
　１又は２を選択した場合は、措置等を受けていることが確認できる書類を添付してください（１については、裁判所の保護命令決定書の謄本又は正本、２については、婦人相談所や配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書）。
　同伴者がいる場合は、当該同伴者に係る書類も合わせて添付してください（裁判所の発する子又は親族等への接近禁止に係る保護命令決定書の謄本又は正本、婦人相談所又は配偶者暴力相談支援センターが発行する証明書等。申出者分の書類で確認できる場合は、別途添付する必要はありません）。
　３を選択した場合は、鴨川市物価高対応ギフトカード給付担当窓口から住民基本台帳担当窓口に該当の有無を確認するため、特段書類は必要ありません。
●本申出の締め切りは、令和８年６月10日までとなります。
